
厚木基地における着陸訓練について（要請） 

 

 本日、防衛省より、第５空母航空団による艦載機着陸訓練を、５月７日から５月１

７日までの間、硫黄島で実施し、天候等の事情によっては、厚木基地で訓練を実施す

る場合もあるとの内容が公表されました。 

空母艦載機による激しい騒音の被害に長年にわたり苦しめられてきた市民にとって、

市民生活に著しい影響を及ぼす甚大な騒音が発生する着陸訓練の実施は、断じて容認

できるものではありません。 

天候等いかなる事情があろうとも、全ての訓練を硫黄島訓練施設で実施されるよう

強く要請します。 
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